
                                                   

土浦市規則第３０号 

 

土浦市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年

法律第８７号。以下「法」という。）及び長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号。以下「省令」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

１１年法律第８１号。以下「住宅品質確保法」という。）第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機関をいう。 

（２）登録住宅型式性能認定等機関 住宅品質確保法第４４条第３項に規定

する登録住宅型式性能認定等機関をいう。 

（３）住宅型式性能認定 住宅品質確保法第３１条第１項に規定する住宅型

式性能認定をいう。 

（４）住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則

（平成１２年建設省令第２０号。以下「住宅品質確保法施行規則」とい

う。）第４１条第１項に規定する住宅型式性能認定書をいう。 

（５）認証型式住宅部分等 住宅品質確保法第４０条第１項に規定する認証

型式住宅部分等をいう。 

（６）型式住宅部分等製造者認証書 住宅品質確保法施行規則第４５条第１

項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。 

（７）特別評価方法認定書 住宅品質確保法施行規則第８０条第１項に規定

する特別評価方法認定書をいう。 

（８）登録試験機関 住宅品質確保法第５９条第１項に規定する登録試験機

関をいう。 

（９）特別評価方法認定 住宅品質確保法第５８条第１項に規定する特別評

価方法認定をいう。 

（１０）地区計画等 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第９

項に規定する地区計画等をいう。 



                                                   

（１１）住宅性能評価 住宅品質確保法第５条第１項に規定する住宅性能評

価をいう。 

（市長が必要と認める図書） 

第３条 省令第２条第１項に規定する市長が必要と認める図書は，次の各号

に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める図書とする。 

（１）登録住宅性能評価機関の審査を受けた場合 当該登録住宅性能評価機

関が交付する適合証 

（２）登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定又はこれと同等

の確認（以下「住宅型式性能認定等」という。）を受けた型式に適合する

住宅又は住宅型式性能認定等を受けた型式に適合する住宅の部分を含む

住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式

性能認定書又はこれと同等の確認書（以下「住宅型式性能認定書等」と

いう。）の写し 

（３）住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部

分等を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書の写し 

（４）長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり，長期使用構造等

とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成２１年国土交通省告

示第２０９号）第３に規定する長期使用構造等とするための措置につい

ての基準と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 

  特別評価方法認定書の写し又は長期使用構造等とするための措置につい

ての基準と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書。この場

合において，登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る

特別の建築材料若しくは構造方法若しくは特別の試験方法若しくは計算

方法に関する試験，分析若しくは測定又は登録試験機関が行うこれと同

等の試験（以下「試験等」と総称する。）を受けたときは，当該試験等の

結果の証明書をもってこれに代えることができる。 

（５）法第６条第１項第３号に掲げる基準（以下｢良好な景観の形成その他の

地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準｣という。）

に関し，地区計画等に適合する旨を証明する書面が交付されている場合 

 市が交付する当該地区計画等に適合する旨を証明する書面の写し 

（６）良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への

配慮に関する基準に関し，地区計画等に適合する旨を証明する書面が交

付されていない場合 当該地区計画等に適合することを確認できる図書 

（市長が不要と認める図書） 



                                                   

第４条 省令第２条第３項に規定する市長が不要と認める図書は，次に掲げ

る図書とする。 

（１）前条第１号に規定する適合証を提出した場合にあっては，各種計算書

（構造計算の概要を記載した図書を除く。） 

（２）市長が次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることによ

り，図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないと

きは，次に掲げる事項を記載した図書 

ア 住宅型式性能認定書等の写しを提出した場合にあっては，法第５条

第１項から第３項までの規定による認定の申請（以下「長期優良住宅

建築等計画認定申請」という。）に係る図書（以下｢申請図書｣という。）

に明示すべき事項のうち，当該住宅型式性能認証書等において，住宅

性能評価の申請（登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性

能認定書と同等の確認書においては，長期優良住宅建築等計画認定申

請）において明示することを要しない事項として指定されたもの 

イ 型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては，申

請図書に明示すべき事項のうち，当該型式住宅部分等製造者認証書に

おいて，住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と

して指定されたもの 

（認定申請の取下げ） 

第５条 長期優良住宅建築等計画認定申請又は法第８条第１項の変更の認定

（以下「長期優良住宅建築等計画変更認定」という。）の申請をした者は，

市長が当該申請に係る認定をする前に当該申請を取り下げようとするとき

は，取下届（様式第１号）の正本及び副本を市長に提出しなければならな

い。 

（認定しない旨の通知） 

第６条 市長は，法第６条第１項の規定による認定をしないときは，認定し

ない旨の通知書（様式第２号）により前条の申請をした者に通知するもの

とする。 

（建築及び維持保全の状況の報告） 

第７条 法第１２条の規定による報告の請求は，報告請求書（様式第３号）

を交付して行うものとする。 

２ 法第１０条に規定する認定計画実施者（以下「認定計画実施者」という。）

は，前項の請求を受けたときは，建築及び維持保全の状況報告書（様式第

４号）に当該請求された報告の内容を説明する図書を添えて，市長に報告



                                                   

しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず，同項の報告が認定長期優良住宅の建築工事の

完了に係るものであるときは，認定計画実施者は，工事完了報告書（様式

第５号）により市長に報告しなければならない。 

（改善命令の方式） 

第８条 法第１３条第１項又は第２項の規定による改善の命令は，改善命令

書（様式第６号）により行うものとする。 

 （取りやめる旨の申出） 

第９条 法第１４条第１項第２号の申出は，取りやめる旨の申出書（様式第

７号）の正本及び副本に省令第６条の通知書（長期優良住宅建築等計画変

更認定を受けた者にあっては，同条の通知書及び省令第９条の通知書）を

添えて，市長に提出して行わなければならない。 

 （取消しの通知） 

第１０条 法第１４条第２項の規定による通知は，取消通知書（様式第８号）

により行うものとする。 

 （補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 

この規則は，平成２１年６月４日から施行する。 


